
介護職員等特定処遇改善加算について

職員環境等特要件について

令和元年１０月の介護報酬改定により、介護職員の確保、定着に繋げていく為、現行加算に加え
「介護職員等特定処遇改善加算」（以下「特定加算」という）が創設されました。
また、経験・技能のある介護職員に重点化し、職員の更なる処遇改善を行うとともに、
介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行う事がで
きます。

【算定要件】
・現行の処遇改善加算 I ～ III を取得していること。
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境　処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ１つ以上
　取り組んでいる事。
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っている事。　


